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案件 

認知症施策の推進について 
健 康 福 祉 政 策 課 

健康福祉総合相談課 

健 康 づ く り 課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

急速な高齢化の進展に伴い、認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保

持しつつ希望を持って暮らすことができる「共生社会」の実現を推進するため、基本理念等を定

めた「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和６年１月に施行され、同法に基づ

く「認知症施策推進基本計画」が本年秋頃に閣議決定される見込みです。同法において、地方公

共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を“総合的かつ計画的に策定・実施する責務”を

有し、「認知症施策推進計画」の策定に努めることとされており、本市においても計画の策定に

向けた検討を進めているところです。 

この度、認知症基本法の基本理念等を踏まえた総合的な取り組みの一環として、従前からの認

知症予防施策の取り組み状況の報告と合わせ、認知症及び軽度の認知機能障害の予防、早期対応

等を推進するため、地域包括支援センター、医療機関、民間団体等の連携協力体制の整備・充実

に向けた新たな取り組みについて報告するものです。 
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２．内容 

「認知症施策推進計画」に係る策定準備を進め、各種イベントや勉強会等を通じた基本法の理

解促進や認知症に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、枚方市医師会等と連携体制を構

築し、認知症や軽度認知機能障害の予防、早期対応等につながる取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

（１）認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業（介護保険事業費補助金） 

①「認知症施策推進計画」の策定について 

認知症基本法において、市町村による策定が努力義務となった「認知症施策推進計画」につ

いては、本年秋頃閣議決定される見込みである国の基本計画等を踏まえたうえで、本市におけ

る「老人福祉計画」の位置付けである「ひらかた高齢者保健福祉計画 21」との整合性を図る

ため、令和９年４月からを計画期間とする、次期の「高齢者保健福祉計画 21（第 10 期）」に

包含することとし、今後、計画策定に向けた取り組みを進めます。 

早期発見の取り組み 認知症予防の取り組み 

早期診断 
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② 国補助金を活用した計画策定準備事業の実施 

実行性のある「認知症施策推進計画」を策定するためには、地域住民に対する認知症基本法

の基本理念の普及啓発等により、安全・安心な地域づくりの推進を図るとともに、あらゆる年

齢の認知症当事者や家族等の意見を丁寧に聴いた上で計画策定を進めることが重要です。これ

ら計画策定準備の取り組み支援を目的とした国補助金を活用し、以下の事業を令和６年度中に

実施します。 

 

 

 

【１】地域住民が基本法について理解を深め

るための勉強会の開催 

➡市民向けの勉強会を実施し認知症基本法に

ついて周知する。 

【２】認知症の理解促進のための普及啓発イベント

の開催 

➡オレンジカフェ実施者や認知症家族、当事者等が

一同に集う機会として開催し、普及啓発を行う。 

【３】認知症の人や家族等の意見を丁寧に聴

く場の設置 

➡認知症家族と本人、相談員・市職員等との

意見交換会等、意見を聴く場を設ける。 

【４】管内の企業が基本法の趣旨を踏まえ認知症の

人や家族への理解を深めるための勉強会の開催 

➡企業に対して介護離職の防止、当事者の就労継続

等、サポート体制づくりへの働きかけを行う。 

【実施予定事業】 
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（２）認知症予防教室「ひらかた脳活教室」の実施状況と今後の取り組み 

本市では、運動不足の改善や生活習慣病の予防など「認知症予防」に効果的といわれる取り

組みを、日々の生活の中で継続的に実践してもらうことを目的に、昨年度から生涯学習市民セ

ンターなどの身近な場所で、認知症のリハビリテーションを実施する専門職による連続講座

「ひらかた脳活教室」を開始しました。 

このたび、「ひらかた脳活教室」における令和５年度の実績と、大阪府の「認知症予防発信

事業」等を活用した当該教室のプログラムの効果について報告するとともに、今後の認知症予

防に関する方向性についてお示しするものです。 

 

①「ひらかた脳活教室」の実績と効果 

ア）「ひらかた脳活教室」の実績 

「ひらかた脳活教室」は、認知症についての正しい知識を学ぶとともに、認知症予防とな

る「栄養」「運動」「社会参加」「生活リズム」「脳の活性化」など、生活改善につなが

るプログラムを提供し、その学びを日常生活の習慣へとつなげていく取り組みであり、参

加者自らが、生活習慣の改善や維持により、充実した毎日を実感できることで、自主的な

取り組みの習慣化をめざすもので、実績は次ページの表のとおりです。 
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 １クール目 ２クール目 合計 

メセナひらかた 南部生涯学習市民センター 楠葉生涯学習市民センター 

定員 70 人 30 人 25 人 125 人 

参加者数 66 人 28 人 25 人 119 人 

 

 

 

 

 

イ）「ひらかた脳活教室」の効果 

大阪府から、「認知症予防発信事業」に基づく効果として、「当該教室の参加前後の血

液検査の平均リスク値を比較すると、参加後の平均リスク値が低くなる改善傾向が示され

ている」と報告を受けました。あわせて、本市が独自で実施した「聞き取り形式」による

「軽度認知障害スクリーニング検査」においても、血液検査で判定結果が「要注意」で

あった人は、軽度認知障害スクリーニング検査の点数も低かったという結果が得られ、参

加後の平均リスクが低くなる改善傾向が示されました。 

以上から、「ひらかた脳活教室」は、認知症予防に効果があるプログラムであることが

示されました。 

大阪府「認知症予防発信事業」及び 

枚方市「軽度認知障害スクリーニング検査」 

枚方市「軽度認知障害ス

クリーニング検査」のみ 

大阪府の「認知症予防発信事業」 

◆市町村が行う認知症への予防効果が期待される「運

動教室」などの事業について、効果を検証するもの。 

◆認知症の病態進行に関わるたんぱく質の血中量を測

定し「軽度認知障がい（MCI）」のリスク評価を行う。 

◆血液検査等の当該事業に関する市町村負担はなし。 
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②今年度の「ひらかた脳活教室」開催予定 

今年度は、市内を４ブロックに分けて生涯学習市民センター等の身近な場所で各１か所ず

つ、合計４クールの教室を開催します。 

なお、当該教室の効果を検証するために実施する検査につきましては、血液検査は実施せ

ず、同様の結果が示された「軽度認知障害スクリーニング検査」のみとします。 
 １クール目 ２クール目 ３クール目 ４クール目 

合計 東部地域 

菅原生涯学習市民センター 

北部地域 中部地域 南部地域 

７月開催中 10月開催 １月開催 ２月開催 

定員 25 人 35 人 35 人 35 人 130 人 

 

③ 今後の方向性 

当該教室では認知機能低下の早期発見、及び認知症についての正しい知識の習得や、生活

習慣の維持・改善につなげるためのプログラムを実施するとともに、必要に応じて適切な専

門機関につなげるなどの取り組みを一体的に行っています。これらの一体的な取り組みの更

なる推進を図るためには、より多くの人が認知機能の低下に気づくことができる新たな仕組

みや、治療を担う医療関係機関との連携による充実した医療体制の構築が必要不可欠であり、

早期発見・介護予防・医療体制を一体的にとらえた認知症施策の効果的な推進を図り、たと

え認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるような地域づくりを推

進します。 
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（３）三者連携協定の締結及び DXを活用した「脳の健康度測定」の実施 

①「三者連携協定」締結による施策推進体制の強化 

認知症はその原因や症状特性などから、介護関係者だけでなく医療関係機関を含めた一体的

な施策推進が重要となることから、「かかりつけ医」や「認知症サポート医」の窓口となる

「枚方市医師会」及び、認知症関連の社会貢献活動を展開するとともに認知症治療薬の開発を

手掛ける「エーザイ株式会社」との「三者連携協定」を締結し、認知症及び軽度認知機能障害

に係る予防、早期対応等の取り組みや医療体制の整備等について連携することにより、認知症

施策の効果的な推進を図ります。 

 

②デジタルツール「のう KNOW」を活用した「脳の健康度測定」の実施 

ア）40歳以上を対象とした啓発及び早期発見等の機会の創出 

 自分の脳の健康状態に関心を持つ機会を得

ることにより生活習慣を見直すなどの行動変

容の機会とすることや、認知機能の低下が疑

われる方を把握し、市の介護予防事業への参

加を促すなど、必要な方を適切に社会・医療

資源につなぐことを目的として、デジタル

ツールを活用した「のう KNOW」による脳の健

康度測定を実施します。 
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イ）実施手法 

２つの実施手法でアプローチすることにより、より多くの方が健康度測定を実践する機会 

をつくります。 

個別測定 

65 歳、68 歳、71 歳の市民に対し、自身のスマホ等を使い自己測定がで

きる個別二次元コードを郵送します。送付の際には、測定の仕方や結果の

見方を分かりやすく示した資料のほか、認知症に関する啓発物や認知症予

防教室など様々な取り組みを紹介する資料を同封して送付します。 

集団測定 

40 歳以上（介護保険被保険者）の市民を対象とした事前申込制とし、

会場で「健康度測定」を実施するほか、看護師、医師による結果説明や助

言、個別相談会、ミニ講座などを含めたプログラムとして実施します。 

 

③ 健康度測定実施後のフォローアップ体制 

 

 

 

測定の結果は、脳年齢とＡＢＣの三段階で示されます。認知機能低下の

リスクがあるＢ判定が出た方には、個別に「こころとからだ生き生き教

室」を案内するなどにより、認知症予防の取り組みを促すほか、認知症の

疑いがあるＣ判定の方には、個別に地域包括支援センターへの相談を案内

したり、医師会との連携体制を活かして必要な医療機関等へつないだりす

るなど、認知症予防や早期対応のためのフォローアップ体制を構築しま

す。 
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認知症に関する知識の普及啓発や早期発見体制のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ひらかた脳活教室 

シニアのための 

脳力チェック健診 もの忘れリスク外来 
こころとからだ 

生き生き教室 

地域での取り組み 

日常生活の中で続ける

ためのグループ活動等 

医師による本市独自の

認知症予防プログラム 

【記憶の検査などの認知機能

検査と医師による判定】 

受診 

大阪精神医療センター 

MCI リスクが高い 

【軽度認知障害スクリーニング検査】 

認知症について学び、生活習慣の改善と 

取組の習慣化 

MCIリスクが気になる 
地域で継続 

【ハイリスクアプローチ】（高リスク対象者） 

大阪精神医療センターと連携を図り、医師等医

療専門職による「こころとからだ生き生き教

室」及び「シニアのための脳力チェック健診」を

実施し、MCI リスクが高い方は、「もの忘れリ

スク外来」等につなげる。 

のう KNOW（ノウノウ） 

【脳の健康度測定】 

会場参加者には、医

師による結果説明、

アドバイス 

Ａ判定 

Ｂ判定 Ｃ判定 

地域包括支援センター 

認知症初期集中支援

チーム等の個別支援 

【ポピュレーションアプローチ】（全市民対象） 

「ひらかた脳活教室」 の取り組みを地域で広げていくと

ともに、認知症予防の要素を含んだ体操である「ひらかた

元気くらわんか体操」などのグループ等、既存の「地域で

の取り組み」においても、継続的に支援します。 

かかりつけ医 認知症サポート医 

枚方市医師会 

身近で気軽に日常的な治療及

び健康管理について相談でき

る医師 

かかりつけ医等の認知症診断等

に関する相談・アドバイザー等 

【医療体制】 

認知症サポート医を

中核とした認知症に

係る地域医療体制 



 

10 

 

（４）高齢者の加齢性難聴に対する補聴器購入費助成の取り組み 

加齢に伴う高齢者の難聴は、他者との会話に加わりにくくなり、社会的孤立状態を招きやす

くなるなど、社会的・認知的刺激の低下につながり、認知症のリスクを高めると言われており、

認知症の予防につながる生活習慣を実践できるよう、補聴器の購入助成を行うことにより、高

齢者の認知症予防や日常生活の質の向上を図ります。 

 

① 補助対象 

・65歳以上の高齢者で、市民税非課税世帯、生活保護世帯 

・医師から補聴器の使用が必要と認められ、聴力レベルが中等度程度の方 

・聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件にあてはまらない方 

 

② 助成額 

上限 25,000円 

 

③ 普及啓発 

  補聴器購入助成の普及啓発については、市ホームページ、広報紙への掲載のほか、啓発

チラシ等の配布や医療機関等との連携による周知を図ります。また、本人や周りの人が聴

力の低下に気づき、加齢性難聴が疑われる場合に、ご自身でチェックができるよう、リス

トやアプリ等の周知にも努めます。 
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（５）その他認知症施策の一体的な取り組み 

①「認知症バリアフリー宣言」の推進 

基本法第 15 条に掲げる「認知症の人の生活におけるバリアフリーの

推進」の一環として、全国市長会等が参画する「日本認知症官民協議

会」が進める「認知症バリアフリー宣言」の推進に取り組み、同協議会

が作成する業種別「認知症バリアフリー社会実現のための手引き」につ

いての周知啓発を行うことで、企業や団体における自主的な取り組みと

して、認知症に理解のある人材育成や社内制度の構築などのほか、認知

症の人やその家族の方々にとって安心して店舗やサービスを利用できる

環境の提供を推進します。 

 

②「SOSネットワーク事業」協力事業者の拡充検討 

「枚方市徘徊高齢者（行方不明者）SOS ネットワーク事業」は、市窓口または地域包括支援

センターで対象者の顔写真や特徴などの情報を事前に登録しておくことにより、対象者が行方

不明になった場合に、地域包括支援センターから協力事業者である介護事業者に顔写真や特徴

等を情報提供することで、日常業務の中での捜索協力を依頼するものですが、地域包括支援セ

ンターと地域との繋がりを広げるため、コンビニエンスストアなどへの協力事業者の拡充につ

いての検討を行います。 
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３．実施時期等 

   計画策定準備事業 健康度測定の実施 補聴器購入費助成事業 

令和６年 ８月 市民福祉委員協議会への報告 

 ９月 ９月補正予算計上予定 

 10月  事業実施の委託契約締結 事業周知 

順次受付開始 

 11月  三者連携協定の締結 事業開始 

 12月  個別測定用二次元コード・

啓発物等の郵送 

 

令和７年 1月 基本法に関する勉強会の

開催 

集団測定の実施  

 2月 啓発イベント等の開催   
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４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 

基本目標  健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

 

５．事業費・財源及びコスト 

【令和６年度９月補正予算計上予定】（一般会計） 

≪事業費≫ 

認知症施策推進事業経費     23,111千円 

（支出内訳）・印刷製本費   4,675千円 

・通信運搬費     3,690千円 

・委託料     14,746千円 

 

補聴器購入助成事業経費       750千円 

（支出内訳）・補助金      750千円 

（＠25千円×30人分） 

≪財 源≫  

一般財源 
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【令和６年度９月補正予算計上予定】（介護保険特別会計） 

≪事業費≫ 

認知症施策推進計画策定経費  2,000千円 

（支出内訳）・報償金      406千円 

・消耗品費        62千円 

・ケータリング費用 440千円 

・印刷製本費    103千円 

・通信運搬費     30千円 

・委託料           840千円 

・使用料及び賃借料 119千円 

≪財 源≫  

介護保険事業費補助金       2,000千円 

 

 

 

 


